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１．一般社団法人日本ベトナム経済フォーラム
１．一般社団法人日本ベトナム経済フォーラムの設立
一般社団法人日本ベトナム経済フォーラム（以下、フォーラム）は、日本ベトナム両国間の交流促進及び人材の

育成・活用に向けて、2010年春、経済人と有識者で設立された民間組織です。

２．フォーラムの活動
フォーラムは、2010年春の設立以降、日越の政府、大学及び経済団体等の協力を得つつ、産学官民連携の日越大

学構想の実現に向けて活動しました。2016年9月、日越大学は、日越両国首相・首脳の創設に向けてのご発言を経
て、両国政府主導の下でベトナム国家大学ハノイ校傘下の大学（修士課程）として開学しました。現在は学部の新
設やキャンパスの整備に向けての事業が進んでおります。

2017年2月、フォーラムは、ダナン市と投資促進に係る覚書を締結、同9月、ダナン市と共催で経団連ホールにて
ダナン投資促進セミナーを開催し、本邦企業のダナン市及び周辺地域への投資促進を呼びかけました。同セミナー
において、投資促進には、若手技術者・職人・専門職の人材育成とその雇用が本邦各企業にとっての最重要課題で
あることが明確になったことを踏まえ、2018年2月、フォーラムは、技能実習事業実施を先行させることを機関決
定し、同7月末、当局(法務省及び厚生労働省）より新しい技能実習制度の下における監理団体許可を受け、ベトナ
ム青年技能実習事業を開始しました。2019年春に創設された特定技能制度の「登録支援機関」でもあります。

2022年3月には技能実習「一般監理事業」の許可を取得致しました。
現在、自動車整備の職種を中心に100名程度の若者を受入れ、コロナ禍の中、

数十名が本国待機中の状況です。

３．フォーラムのベトナム青年技能実習事業（及び特定技能関係事業）の特色
フォーラムは、①国際協力をはじめとする５つの活動理念とコンセプト

（経済、産業、社会を支える管理・技術者及び職人層の日本流育成）、
②ベトナムで信頼と実績のある日本向け人材育成機関であるエスハイ社
（フォーラム設立当初より連携しての活動）との密接な企画・連携の下、
日本流実践的管理・技術者及び職人の育成に向けて活動していること、
③実習生のリクルート・育成から、ステップアップ、実習終了後に至るまで
一貫しての支援・保護を構築していくこと、を事業実施の特色として
いるところです。
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２．外国人技能実習制度（外国人の技能実習の適正な実施及び

技能実習生の保護に関する法律（技能実習法））

• 目的：業務に従事しながら技能、技術又は知識を移転する（実
習）という人材育成を通じた国際協力の推進(注）

（注）労働力需給調整手段ではないこと（技能実習法）

• 対象分野（85職種、156作業）：1．農業、2．漁業、3.建設、4．
食品製造、5．繊維・衣服、6．機械・金属、7．その他（家具
製作、塗装、溶接、自動車整備、ビル・クリーニング、介護、
宿泊、鉄道施設保守整備等）(参考１参照）

• 雇用契約（技能実習1号・2号）：実習期間は3年（～最長5年）、
報酬は日本人と同等（以上）

• 技能実習の適正な実施と実習生の保護
• 仕組み：実習生送出機関（ベトナム国）⇒雇用契約（実習生受

入れ企業（企業単独あるいは「監理団体」の介在））⇒入国直
（前）後の事前講習⇒技能実習（3年（～5年））⇒帰国、又は、
「特定技能1号」の在留資格で日本語試験等が免除され引続き
就労可（注）

（注）特定技能制度では、技能実習2号（3年）修了者は、従事しようとする業務が技能実習の職種・

作業に関連性が認められる場合には、特定技能1号（更に5年在留可）の試験等が免除されます。
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（参考１）外国人技能実習制度職種一覧(3年コース）（資料出所： 法務省・厚生労働省）

（参考2）



（参考2） 鉄道職種（鉄道施設保守整備）の新設

１．保線技能：鉄道施設保守整備 （職種）鉄道保守整備（作業） （令和3年3月、「技能実習2号」

として本職種・作業が追加されました）

２．電気技能：職種・作業設定につき政府で検討が進められています

３．車両整備（メンテナンス）技能：同上検討が進められています
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保線（ほせん）業務とは、鉄道や軌道の線路の点検・保守業務をいいます。線路は重量の
ある列車が走るうちに曲がったり摩耗します。これを放置すると、乗り心地が悪くなり脱
線事故にもつながります。

電気業務は、「電気線」、「変電・受送電」と「通信・信号」に分かれます。
「電気線」は、電車に電気を取り入れるトロリ線や発電・変電所からトロリ線まで電気を
送る電線等の設置・保守が業務です。「変電・受送電」は、受送電や変電等設備の設置・
保守が業務です。「通信・信号」は、列車運行のための通信・信号システムの設置・保守
が業務です。

車両整備（メンテナンス）業務は、台車関連（台枠、車輪、車軸）、部品（モーター、パ
ンタグラフ等）及び車体（各所修繕、塗装等）、検査、試運転等多岐にわたります。

令和3年3月、保線技能が技能実習職種に追加されました。ベトナムでは、ハノ
イ市、ホーチミン市他での地下鉄・都市鉄道建設が急速に進捗しつつあり、関
連インフラ建設と運営に携わる実践的専門人材・技術者の育成が喫緊の課題と
なっています。フォーラムは日越連携での発展に向け鋭意対応しています。



３．ベトナム青年技能実習事業－理念とコンセプト（＊）

５つの理念
• 国際協力：業務に従事しながら技能、
技術又は知識の移転（技能実習）

• 海外展開：ベトナム(周辺）での事業
展開に向けて関連・連携企業等の管
理・技術者及び職人層の育成

• 企業活力：日越両国企業等で就労で
きる管理・技術者及び職人層の育成

• 若手育成：（中長期視野での）熟練
技術者・職人及び職人層の育成

• 事業承継：資質と意欲ある若者によ
る日本やベトナムでの（中小企業
の）事業承継及び日越企業連携の推
進
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コンセプト
(日越両国の）経済・産業・社会を
支える管理・技術者及び職人層の
日本流育成

（＊）「5つの理念とコンセプト」に
ついては、フォーラムの特定技能登録
支援事業も同じです。

ベトナム青年技能実習生採用説明・意見交換会開催

テーマを設定し適宜標記説明会を開催しております。
技能実習生を採用ご検討の企業等の皆様のご参加を

歓迎いたします。



４．フォーラムの技能実習生受入れの考え方

入口（集中的研修）

エスハイ社（送出機関、本邦企業
向教育・研修・紹介等事業）

育成期間：概ね1年程度（日本語、
日本の企業・文化等の研修）

・企業等の多様なニーズを受け、
フォーラムと連携し事前研修の多
様化と質の向上を図る

・ダナン市にも協力提案中

技能実習(3(~5年))

ＪＶＥＦ（監理団体）：監理（技能
習得指導・保護）、相談、研修
等

期間：3年（又は5年）

エスハイ社、技能実習企業等
と連携し、実習成果向上並び
に出口支援を企画・実施

出口（就職、技能向上・
ステップ・アップ支援）

エスハイ社、ＪＶＥＦ、ＪＶＥＦ関係企
業等

・新たなる在留資格（特定技能1号）

・在越本邦企業（実習企業関係等）
あるいは越の日越連携企業に就職
⇒さらなる技能向上を図るための
企業内転勤、事業承継等

・越の高等専門学校・専門学校・高
度職業訓練機関等で日本語能力、
技術・専門性を向上させ、「技術・
人文知識・国際業務」（在留資格要
件より）等クロスボーダー要員とし
て就職

・日越の大学・大学院（日越大学
等）に進学し、高度専門職として本
邦企業等に就職

・越の関係企業に技術専門職とし
て就職等

１．ベトナム等で活動できる管理・技術者、職人等育成ニーズ（ベトナムを中心とするアジア事業展開ニーズ）
２．国内専門人材ニーズ（専門人材不足）⇒（将来の）管理・技術者、職人等の人材ニーズ（国内ニーズ）
３．中小企業等の事業承継等ニーズ：日本で後継を育て発展か、越国での展開を併せて発展か・・・

本邦企業に就職あるいは
本邦関係の業務につきた
い大学・短大・専門学校・

高校卒、
若年エンジニア等

日本語研修（N4-N3レベルに）
日本社会・文化・生活研修
日越ビジネス基礎研修（IT等）

就職・進路相談等

（本邦企業向け）
ベトナム社会・文化セミナー等
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募集・採用・入国準備

５．技能実習生の募集・採用・入国スケジュール
（2022年春入国の場合）
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６．ベトナム青年技能実習生の採用のお勧め

• 日本企業で働き学ぶ意思と意欲ある若者（原則30歳未満）

• 働く分野の職業とその技術への興味及びその知識・技術の習
得意欲

• 基礎レベル（N４～N５以上）の日本語習得と更なる習得意欲

• 日本とベトナム文化・社会への理解と交流意欲

• （大学卒・短大卒レベルでは）基本知識と専門分野の知識
• （日越両国での）社会人としての責任感等

ベトナムは若く活力あふれる国：平均年齢31歳、 日本は48歳。
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ご留意点
・外国人技能実習制度には、職種の限定（２．参考１ご参照）があります。
・特定技能制度（特定技能1号）では、技能実習2号（3年間）修了後に、就業業種と技能実習の

職種・作業に関連性が認められる場合、技能・日本語試験免除で在留資格（特定技能）を取得
できます（特定技能制度の業種と技能実習制度の職種・作業には一部不整合があります）。



７．技能実習生受入れ企業の皆様へのお願い

• 日本で働きながら技術や社会を学ぶ強い希望をもつ若者をご紹介し
ます 御社の「社員」として育てて下さい

• 実習期間終了後、在越関連会社あるいは連携越国企業での雇用、あ
るいは専門技術者（候補）としての継続的育成・受入れのご検討を
お願い致します

• 実習生の「出口」について、技能の向上、人材育成の観点から、越
国の関連企業への就職等可能な範囲でのご協力をお願い致します

• 実習生の採用拡大及び技量の向上に向けて、フォーラムは、日越企
業連携、本邦企業の進出・投資、マーケット・リサーチ等に専門機
関等と連携して対応致します

• ベトナム社会・文化へのご理解をお願いします

フォーラムは、送出し機関エスハイ社と密接に連携し、ベトナム青
年技能実習事業のサポートを致します
また、エスハイ社とも連携し、正社員(エンジニア等高度専門人
材）採用のご相談にも対応致します
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（参考３） 日本人から見た一般的ベトナム人とは（「ところ変われば・・・」）

（注）当法人が現地企業人、教育関係者、各種文献等の巷間情報に基づきまとめたものです

・合理的で、実践的かつ誇り高い：現実主義（過去をとがめず、未来は深刻

に考えず）、家族主義（家族間の付き合いが大切、本人の背に多くの家族

が・・・）、形式主義（物事を徹底的に追求せず形（形式）が整っていればよ

し）、強い学歴志向等

・経営者の留意点：人事の透明性確保（なぜあの人物は地位・給料が高

い？）、幹部登用への道筋、日本語（・文化）研修への配慮、福利厚生・お見

舞い・お祝いの重要性、年長配慮・海外研修・人材育成も重要等

・幹部のベトナム人社員への不満：時間・納期厳守、企画・自律性・積極性、

チームワーク（ホウレンソウ）、リーダーシップ等

・「就職」(就社）が定着しておらず、職人への社会的認知が低い 一方、起業

意識は高い

・頭は神聖なものでむやみに（他人が）触ってはいけない
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（参考4）ベトナム若者から見た日本（人、企業、社会）とは（当法人の聞き取りです）

• 初めての日本、足が地に（しっかり）つかない・・・
• 日本（企業）で働きたいが、昇進するまで10年も・・、昇進の道は？
• 生活費が高く、社会と仕事上のルールが多く複雑

• 仕事も大事だが、家族がもっと大事 人間関係はルールより重要ではない
か・・・

• 日本人の指示は、抽象的、あいまいでよくわからないことが多い

• 日本語説明の理解に時間がかかることをわかって欲しい。日本人のスピード
では理解できないので、丁寧に教えてくれる人に感謝

• ベトナム人はメモをとる習慣が無い（人が話しているときに手を動かすことは失
礼、と考える）。「メモを取る」、「手は高く上げる」等の注意喚起が必要

• 日本語で話をする機会があり、可能な限り日本人から話しかけてきてくれると
ありがたい（話ができ、日本語の勉強にもなるのでうれしい）。

• 仕事の夜は疲れているので、勉強は休みの日にしたい（当面、緊張は相当な
もの・・・、しかし、日本語等の勉強は毎日の積み重ね）

• 日本の寒い気候への対応には困惑（ベトナムに「暖房」はない） 社員が洋服
を持ち寄り、貸与くれたことに感謝

• 休みの前日くらいは騒ぎたい（そういう場所の提供が必要か？） 会社で音を
出して騒いでもいいパーティを開催してくれたときは感激

• 女性の共同生活、先輩後輩（先に日本に来た方が先輩）の関係などから同室
の場合等状況によっては相当息の詰まる問題となるケースがある 等
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８．特定技能制度と技能実習制度



９．エスハイ社－URL: http://www.jp.esuhai.com 
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